
目

次

（
�
印
は
、
県
法
規
集
掲
載
事
項
）
ペ
ー
ジ

規

則

�
香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一

部
を
改
正
す
る
規
則

（
み
ど
り
保
全
課
）

一

告

示

�
新
た
に
生
じ
た
土
地
を
確
認
し
た
旨
の
届
出

（
自
治
振
興
課
）

�
町
及
び
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
の
届
出

（

〃

）

�
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
の
規
定
に
よ
る
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
土
壌
汚
染
対
策
地

域
の
指
定
の
解
除

（
環
境
管
理
課
）

二

�
昭
和
六
十
一
年
香
川
県
告
示
第
九
百
四
十
七
号
（
自
然
記
念
物
の
指
定
）
の
一
部
改
正

（
み
ど
り
保
全
課
）

四

�
身
体
障
害
者
福
祉
法
の
規
定
に
よ
る
事
業
者
の
指
定

（
障
害
福
祉
課
）

�
道
路
の
供
用
開
始

（
道
路
保
全
課
）

�
道
路
の
区
域
変
更
（
二
件
）

（

〃

）

�
道
路
の
区
域
変
更
及
び
供
用
開
始

（

〃

）

五

公

告

�
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
三
件
）

（
県
民
参
画
課
）

�
特
定
計
量
器
定
期
検
査
の
実
施

（
計
量
検
定
所
）

六

香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す

る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

香
川
県
規
則
第
八
十
号

香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
及
び
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改

正
す
る
規
則

（
香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
一
条

香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
香
川
県
規
則
第
四
十
一
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
四
条
第
一
号
ハ
�タ
及
び
第
十
八
条
第
一
号
ヲ
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る

法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

（
香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
の
一
部
改
正
）

第
二
条

香
川
県
自
然
海
浜
保
全
条
例
施
行
規
則
（
昭
和
五
十
五
年
香
川
県
規
則
第
八
十
四
号
）
の
一
部

を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
十
条
第
一
号
ヲ
中
「
海
洋
汚
染
及
び
海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
を
「
海
洋
汚
染
等
及
び

海
上
災
害
の
防
止
に
関
す
る
法
律
」
に
改
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
八
十
八
号

地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
九
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
土
庄
町
の

区
域
内
に
新
た
に
生
じ
た
次
の
土
地
を
確
認
し
た
旨
、
土
庄
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
八
十
九
号

第６３号

平 成１７年

８月１２日（金曜日）

規

則

告

示

位

置

面

積

小
豆
郡
土
庄
町
小
江
字
赤
崎
三
六
の
三
五
か
ら
三
六
の
三
七

ま
で
、
三
六
の
四
一
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

二
、
七
八
五
・
〇
三
平
方
メ
ー
ト

ル

○

○

毎
週
火
・
金
曜
日
発
行
（
当
日
が
休
日
に
当
た
る
と
き
は
繰
下
発
行
）

香

川

県

報

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

（
第
九
二
六
〇
号
）

一



地
方
自
治
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
六
十
七
号
）
第
二
百
六
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
表

の
下
欄
に
掲
げ
る
土
地
を
当
該
上
欄
に
掲
げ
る
字
の
区
域
に
編
入
す
る
旨
、
土
庄
町
長
か
ら
届
出
が
あ
っ

た
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
号

ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
対
策
特
別
措
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
百
五
号
）
第
三
十
条
第
一
項
の
規
定
に
基

づ
き
、
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
類
土
壌
汚
染
対
策
地
域
の
指
定
を
解
除
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に
よ
り
準
用
す

る
同
法
第
二
十
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

指
定
に
係
る
告
示

平
成
十
七
年
香
川
県
告
示
第
百
二
十
九
号

二

指
定
を
解
除
し
た
年
月
日

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

三

指
定
を
解
除
し
た
区
域

別
図
の
と
お
り
（
高
松
市
松
福
町
二
丁
目
一
番
九
号
の
一
部
）

上

欄

下

欄

小
豆
郡
土
庄
町
小
江
字
赤
崎

小
豆
郡
土
庄
町
小
江
字
赤
崎
三
六
の
三
五
か
ら
三
六
の
三
七

ま
で
、
三
六
の
四
一
の
地
先
の
公
有
水
面
埋
立
地

香

川

県

報

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

（
第
九
二
六
〇
号
）

二



高松市松福町二丁目１番９号の土地内

別図香

川

県

報

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

（
第
九
二
六
〇
号
）

三



●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
一
号

昭
和
六
十
一
年
香
川
県
告
示
第
九
百
四
十
七
号
（
香
川
県
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
と
緑
化
の
推
進

に
関
す
る
条
例
に
よ
る
自
然
記
念
物
の
指
定
）
を
次
の
と
お
り
改
正
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

本
文
中
「
香
川
県
に
お
け
る
自
然
環
境
の
保
全
と
緑
化
の
推
進
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
香
川

県
条
例
第
十
七
号
）
第
二
十
八
条
第
一
項
」
を
「
香
川
県
自
然
環
境
保
全
条
例
（
昭
和
四
十
九
年
香
川
県

条
例
第
十
七
号
）
第
二
十
八
条
第
二
項
」
に
改
め
、
表
中
「
出
作
町
二
一
五
」
を
「
出
作
町
一
九
一
―
一
」

に
改
め
る
。

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
二
号

身
体
障
害
者
福
祉
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
八
十
三
号
）
第
十
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
、
指
定
居
宅
支
援
事
業
者
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
三
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
よ
う
に
道
路

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
主
要
地
方
道
）

二

路

線

名

観
音
寺
池
田
線
（
五
号
）

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
四
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

穴
吹
塩
江
線
（
百
六
号
）

三

道
路
の
区
域

指
定
事
業
所

番

号

事
業
所
の
名
称
及
び

所

在

地

申
請
者
の
名
称
及
び

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指
定
年
月
日

サ
ー
ビ
ス
の
種
類

三
七
〇
〇
〇
一

一
〇
〇
九
四
一

一
四

軽
費
老
人
ホ
ー
ム
シ

ー
サ
イ
ド
サ
ン
シ
ャ

イ
ン

小
豆
郡
池
田
町
大
字

蒲
生
字
東
脇
甲
三
五

〇

社
会
福
祉
法
人

サ
ン
シ
ャ
イ
ン
会

小
豆
郡
池
田
町
大
字

蒲
生
字
東
脇
甲
三
五

〇

平
成
十
七
年

八
月
一
日

身
体
障
害
者
居
宅

介
護

区

間

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田
西
字
長
瀬
川
西
一
一
八

〇
番
地
先
か
ら

三
豊
郡
財
田
町
財
田
中
字
吉
田
西
九
二
番
二
地
先

ま
で

七
・
二

〜
四
二
・
〇

一
二
五

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
四
百
七
十

四
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
枌
谷

二
六
八
六
番
一
地
先
か
ら

前

四
・
一

〜八
・
七

一
三
一

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

香

川

県

報

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

（
第
九
二
六
〇
号
）

四



●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
五
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
同
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

県
道
（
一
般
）

二

路

線

名

綾
歌
綾
上
綾
南
線
（
二
百
七
十
八
号
）

三

道
路
の
区
域

●
香
川
県
告
示
第
四
百
九
十
六
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
道
路
の
区
域
を
次

の
よ
う
に
変
更
し
、
併
せ
て
同
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
新
た
に
道
路
の
区
域
と
な
っ
た
道
路
の
部
分

の
供
用
を
開
始
す
る
の
で
、
同
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
告
示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
香
川
県
土
木
部
道
路
保
全
課
に
お
い
て
、
平
成
十
七
年
八
月
十
二
日
か
ら
同
年
九

月
二
日
ま
で
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

道
路
の
種
類

国
道
（
一
般
）

二

路

線

名

三
百
七
十
七
号

三

道
路
の
区
域

四

供
用
開
始
の
期
日

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
三
号

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
枌
谷

二
六
八
六
番
一
地
先
ま
で

後

一
六
・
九

〜
三
九
・
六

一
三
一

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
枌
谷

二
六
八
六
番
一
地
先
か
ら

香
川
郡
塩
江
町
大
字
安
原
上
東
字
枌
谷

二
六
八
六
番
一
地
先
ま
で

前

三
・
五

〜九
・
一

一
五
〇

後

一
三
・
三

〜
二
七
・
二

一
五
〇

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
北
字
本
村
西
一
三

二
〇
番
一
地
先
か
ら

綾
歌
郡
綾
南
町
大
字
北
字
菊
楽
一
六
三

二
番
一
地
先
ま
で

前

一
〇
・
三

〜
一
三
・
〇

三
三
七

道
路
改
修
工

事
に
伴
う
現

道
拡
幅

後

一
一
・
五

〜
二
二
・
五

三
三
七

区

間

変

更

前
後
別

敷
地
の
幅
員

（
メ
ー
ト
ル
）
延

長

（
メ
ー
ト
ル
）
備

考

三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田
西
字
長
瀬
川

東
二
八
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田
西
字
鹿
ノ
谷

一
一
八
四
番
四
地
先
ま
で

前

二
四
・
二

〜
二
四
・
五

七
〇

橋
梁
移
設
に

伴
う
不
用
物

件
化

後

一
六
・
〇

〜
一
九
・
五

七
〇

三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田
西
字
長
瀬
川

東
二
番
一
地
先
か
ら

三
豊
郡
山
本
町
大
字
財
田
西
字
鹿
ノ
谷

一
四
五
九
番
三
地
先
ま
で

九
・
八

〜
四
五
・
五

三
三
三

平
成
十
三
年

香
川
県
告
示

第
四
百
七
十

二
号
で
変
更

し
た
区
域
の

一
部
の
供
用

公

告

香

川

県

報

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

（
第
九
二
六
〇
号
）

五



特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十
六
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
〇
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
げ
ん
き
の
き
ひ
ろ
ば

宮
武

佐
代
子

三
豊
郡
高
瀬
町
大
字
新
名
八
六
五
番
地
一

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
核
家
族
化
、
少
子
化
、
ま
た
共
働
き
家
族
が
増
え
地
域
的
つ
な
が
り
が
薄
れ
て
い
く

中
、
地
域
全
体
で
支
え
合
い
育
て
合
う
た
め
の
居
場
所
作
り
、
絵
本
の
読
み
聞
か
せ
や
異
年
齢
の
交
流

を
通
し
て
、
子
ど
も
や
大
人
、
そ
し
て
地
域
が
共
に
健
全
に
育
ち
、
希
望
と
生
き
る
活
力
の
持
て
る
社

会
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
四
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十
九
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
香
川
南
部
手
を
つ
な
ぐ
育
成
会

羽
床

敬
三

香
川
郡
香
川
町
川
内
原
二
四
八
四
番
地
三

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
知
的
障
害
者
に
対
し
て
、
障
害
者
の
自
立
支
援
と
福
祉
の
向
上
、
並
び
に
地
域
の

人
々
と
障
害
者
の
交
流
を
通
し
、
地
域
に
密
着
し
た
知
的
障
害
者
の
福
祉
の
増
進
に
寄
与
す
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
五
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
非
営
利

活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

な
お
、
関
係
書
類
は
、
香
川
県
政
策
部
県
民
参
画
課
に
備
え
置
き
、
平
成
十
七
年
九
月
二
十
九
日
ま
で

縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
十
七
年
七
月
二
十
九
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

特
定
非
営
利
活
動
法
人
あ
や
う
た

土
岐

道
憲

丸
亀
市
綾
歌
町
富
熊
一
八
三
番
地
一

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

こ
の
法
人
は
、
丸
亀
市
綾
歌
町
の
地
域
住
民
が
永
年
に
わ
た
っ
て
受
け
継
い
で
き
た
自
然
や
文
化
を

保
存
す
る
と
共
に
、
芸
術
文
化
の
振
興
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
も
っ
て
地
域
社
会
の
活
性
化
に
寄
与

す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

●
香
川
県
公
告
第
四
百
七
十
六
号

計
量
法
（
平
成
四
年
法
律
第
五
十
一
号
）
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
計
量
器
の
定
期
検

査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。
た
だ
し
、
特
定
計
量
器
検
定
検
査
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
七

十
号
）
第
三
十
九
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

香
川
県
知
事

真

鍋

武

紀

一

定
期
検
査
の
対
象
と
な
る
特
定
計
量
器

香

川

県

報

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

（
第
九
二
六
〇
号
）

六



非
自
動
は
か
り
（
計
量
法
施
行
令
（
平
成
五
年
政
令
第
三
百
二
十
九
号
）
第
五
条
第
一
号
又
は
第
二

号
に
掲
げ
る
も
の
を
除
く
。
）
、
分
銅
及
び
お
も
り

二

定
期
検
査
を
行
う
区
域
、
期
日
及
び
場
所

別
表
の
と
お
り

香

川

県

報

平
成
十
七
年
八
月
十
二
日

（
第
九
二
六
〇
号
）

七



古紙配合率70％ 
白色度72％再生紙を使用しています 

検査場所

岡田コミュニティーセン
ター

栗熊コミュニティーセン
ター

飯山市民総合センター

丸亀市役所

垂水コミュニティーセン
ター

川西コミュニティーセン
ター

飯野コミュニティーセン
ター

土器コミュニティーセン
ター

香川県農協（新）郡家支店

香川県農協城南支店

丸亀市役所

丸亀市役所

丸亀市役所

丸亀市役所

広島市民センター

本島市民センター

丸亀市役所

検査場所

坂出市役所松山出張所

坂出市役所王越出張所

香川県農協林田支店

坂出市役所川津出張所

香川県農協府中支店

香川県農協加茂支店

坂出市役所

坂出市シルバー人材セン
ター前駐車場

坂出市役所

坂出市勤労福祉センター

坂出市勤労福祉センター

坂出市立櫃石小中学校

坂出市立岩黒小中学校

坂出市役所与島出張所

坂出市立沙弥小中学校

西浦公民館

坂出市勤労福祉センター

検査日時

１０：００～１４：００

１０：００～１４：３０

１０：００～１５：００

１０：００～１４：００

１０：００～１１：３０

１３：００～１５：００

１０：００～１１：３０

１３：００～１５：００

１０：００～１１：３０

１３：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：３０～１２：００

１１：００～１２：００

１０：００～１２：００

検査日時

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：００

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：００

９：３０～１１：３０

１３：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１５：００

１０：００～１０：３０

１０：４５～１１：１５

１１：３０～１２：００

１３：３０～１３：４５

１４：００～１５：００

１０：００～１２：００

１０月１２日�

１０月１３日�

１０月１７日�

１０月１８日�

１０月１９日�

１０月２０日�

１０月２４日�

１０月２５日�

１０月２６日�

１０月２７日�

１１月１日�

１１月２日�

１１月７日�

１１月９日�

１１月８日�

１１月１５日�

１１月１６日�

１１月１７日�

１１月１８日�

１１月２１日�

１１月２２日�

１１月２４日�

１１月２５日�

１１月３０日�

検査区域（丸亀市）

綾歌町岡田

綾歌町栗熊・富熊

飯山町

津森町・今津町・中津町・金倉町・新田町

垂水町

川西町

飯野町

土器町・城東町

三条町・郡家町

田村町・柞原町・山北町・原田町

前塩屋町・塩屋町・福島町・新町・浜町・新浜町・
塩飽町・大手町・通町・一番丁・六番丁・七番丁・
八番丁・九番丁・十番丁・幸町・南条町・城南町・
城西町・西本町・天満町・昭和町・中府町・蓬莱
町・御供所町・富士見町・北平山町・瓦町・土居
町・風袋町・宗古町・葭町・米屋町・港町・松屋町
・西平山町・魚屋町・富屋町・本町

広島町・手島町

本島町・牛島町

丸亀市全域（再検査）

検査区域（坂出市）

王越町

青海町・高屋町・神谷町・大屋冨町

林田町・西庄町

川津町

府中町

加茂町

室町・久米町・昭和町・駒止町・福江町・江尻町

築港町・入船町・西大浜南・元町・本町３丁目・
中央町・西大浜北・沖の浜

旭町・谷町・横津町・京町

文京町・御供所町・八幡町・常盤町・白金町・新
浜町・宮下町・富士見町・大池町・小山町・池園
町・笠指町・寿町・本町１～２丁目・青葉町・花
町

櫃石

岩黒

与島町

沙弥島

瀬居町・番の州緑町・番の州町・川崎町

坂出市全域（再検査）

香川県報は、香川県ホームページにも掲載しています。
http : //www.pref.kagawa.jp/
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